
 配偶者暴力防止法が平成２０年１月１１日から変わります。 

 保護命令制度の拡充、市町村に対する基本計画策定の努力義務等を定めた、配偶者暴

力防止法の一部改正法が、平成１９年通常国会で成立し、７月１１日に公布されました。 

○ 改正の主な内容 

Ⅰ 保護命令制度の拡充 

１ 生命又は身体に対する脅迫を受けた被害者に係る保護命令 

２ 電話等を禁止する保護命令 

 ① 面会の要求 

② 行動の監視に関する事項を告げること等 

③ 著しく粗野・乱暴な言動 

④ 無言電話、連続しての電話・ファクシミリ・電子メール（緊急やむを得ない場合

を除く。） 

⑤ 夜間（午後１０時～午前６時）の電話・ファクシミリ・電子メール（緊急やむを

得ない場合を除く。） 

⑥ 汚物・動物の死体等の著しく不快又は嫌悪の情を催させる物の送付等 

⑦ 名誉を害する事項を告げること等 

⑧ 性的羞恥心を害する事項を告げること等又は性的羞恥心を害する文書・図画の送

付等 

３ 被害者の親族等への接近禁止命令 

Ⅱ 市町村基本計画の策定の努力義務 

Ⅲ 配偶者暴力相談支援センターに関する改正 

１ 市町村による配偶者暴力相談支援センター設置の努力義務 

２ 被害者の緊急時における安全の確保を配偶者暴力相談支援センターの業務として

明記 

Ⅳ 裁判所から配偶者暴力相談支援センターへの保護命令発令の通知 

規定の詳細については、配偶者暴力防止法の全文へ 

内 閣 府 で は 配 偶 者 か ら の 暴 力 被 害 者 支 援 情 報 サ イ ト

（http://www.gender.go.jp/e-vaw/index.htm）を開設しています。 
 


